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ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領 

 

第１条 趣 旨 

この要領は、建設現場の生産性向上を図るため、愛知県建設局及び都市・交通局が発注

するＩＣＴ活用工事（地盤改良工）の実施に必要な事項を定めたものである。 

 

第２条 概 要 

ＩＣＴ活用工事とは、以下に示すように、①～⑤の各段階に応じたＩＣＴ施工技術を活用する

工事である。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成等 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

 

第３条 ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～⑤によるものとし、関連要領等について 

は、最新のものを適用するものとする。 

関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html 

① ３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択（複数以上

可）して測量を行うものとする。 

起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管理断面及び

変化点の計測による測量を選択してもＩＣＴ活用工事とする。 

また、地盤改良の関連施工としてＩＣＴ土工が行われる場合、その起工測量データ及び施

工用データを活用することができるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。 

１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２） 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

４） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５） TS 等光波方式を用いた起工測量 

６） TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

７） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 
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② ３次元設計データ作成等 

（１） ３次元設計データ作成 

発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ施工技術を活用した出来形管理等を行

うための３次元設計データを作成する。なお、ＩＣＴ地盤改良工の３次元設計データとは、

「施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（固

結工（スラリー撹拌工）編）」で定義する地盤改良設計データのことを言う。 

（２） ３次元設計データに基づく施工計画及び設計図書照査の実施 

３次元設計データ及び３次元起工測量による３次元データに基づいた、施工計画書の

作成や設計図書照査の実施を行う。 

 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

３次元設計データを用い、以下１）、２）に示すＩＣＴ建設機械を作業に応じて選択して施

工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準

点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。 

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該

サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 国土交通省告示

第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定基準を満たすこと。 

１） ３次元ＭＧ機能を持つ地盤改良機 

２） ３次元ＭＣ又は３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基

づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術または、建設機械

の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機

械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、地盤改良を実施する。 

 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理を実施する。 

また、請負者は地盤改良の出来形管理について施工履歴データにより行うこととするが、

改良土を盛立など履歴データによる管理が非効率となる部分について監督員との協議の

上、従来手法による出来形管理を行っても良いものとする。 

（１） 出来形管理 

以下１）を用いて、出来形管理を行うものとする。 

１） 施工履歴データを用いた出来形管理 

 

⑤ ３次元データの納品 

第３条①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 
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第４条 ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象工事は、以下（１）、（２）に該当する工事とする。 

（１） 対象工種・種別・細別 

       ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける以下とする。 

＜表 ＩＣＴ活用工事の対象工種・種別・細別＞ 

レベル２ 

工 種 

レベル３ 

種 別 

レベル４ 

細 別 

地盤改良工 

路床安定処理工 

表層安定処理工 
安定処理 

固結工 
中層混合処理 

スラリー撹拌工 

バーチカルドレーン工 ペーパードレーン工 

締固め改良工 サンドコンパクションパイル工 

 

（２） 適用対象外 

従来施工において、地盤改良工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格

値）を適用しない工事は適用対象外とする。 

 

第５条 ＩＣＴ活用工事の実施方法 

ＩＣＴ活用工事の発注は以下の（１）～（２）によるものとする。 

（１）発注者指定型 

第４条の対象工事であり、発注者がＩＣＴを活用すると定めたもの。 

※発注者指定型による場合は工事名の末尾に「（ＩＣＴ指定）」と明示すること。 

※発注者指定型による場合は特記仕様書に発注者指定型であることを明示すること。 

請負者は、施工計画書の提出までに「建設ＩＣＴ活用計画書（地盤改良工）」 （別紙－１）

を提出し、監督員と協議を行う。また、実施内容等については、施工計画書に記載するも

のとする。 

 

（２） 受注者希望型 

第４条の対象工事全て。 

なお、契約後、請負者が実施を希望する場合は、「建設ＩＣＴ活用計画書（地盤改良工）」

（別紙－１）を提出し、監督員との協議によりＩＣＴ活用工事を実施することができる。また、

実施内容等については、施工計画書に記載するものとする。 
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第６条 発注方法毎におけるＩＣＴ施工技術の取り扱い 

下記表－１に示すとおりとする。 

受注者希望型は、請負者発議による受発注者協議の上で実施できるものとし、どの技術を実

施するかは請負者の申し出による。ただし、「３次元起工測量」、「３次元設計データ作成」を実

施する場合、原則、「ＩＣＴ建設機械による施工」又は「３次元出来形管理等の施工管理」を実施

するものとする。 

また、発注者指定型については、当初から発注者が指定した施工技術以外についても、請負

者からの申出があれば実施できるものとする。 

＜表－１ 発注方法ごとのＩＣＴ施工技術の取り扱い＞ 

 発注者指定型 受注者希望型 

３次元起工測量 請負者の申出により実施 

請負者の申出により実施 

３次元設計データ作成 実施を指定する 

３次元データによる施工計画等 請負者の申出により実施 

ＩＣＴ建設機械による施工 実施を指定する 

３次元出来形管理等の施工管理 実施を指定する 

３次元データの納品 請負者の申出により実施 
 

第７条 ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置 

１．工事成績における加点 

ＩＣＴ活用工事を実施した場合、発注方法に関わらず、創意工夫において評価するものとす

る。評価に当っては、創意工夫の評価項目として、下記（１）～（５）に示すＩＣＴ施工技術のうち、

いずれか一つでも実施した場合は、「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れ

た工事」として評価し、その上で、（１）～（５）の技術について、活用した技術毎に評価を加える。 

（１） ３次元起工測量 

（２） ３次元データによる施工計画、若しくは設計図書照査の実施 

（３） ＩＣＴ建設機械による施工 

（４） ３次元出来形管理等の施工管理 

（５） ３次元データの納品 

なお、ＩＣＴ土工と同時に施工する場合、本項の規定はＩＣＴ活用工事（土工）の実施要領で

評価するものとし、二重で行わない。 

 

２．取組証の発行 

前項の規定により工事成績評定において評価した工事のうち、第２条③で定めた「（３）ＩＣＴ

建設機械による施工」を実施した場合、監督員は、工事目的物の引き渡し後、速やかに請負

者に対して「ＩＣＴ活用工事取組証」（別紙－２）を発行するものとする。 

なお、取組証発行は、「土木工事業」、「舗装工事業」、「しゅんせつ工事業」、「とび・土工工

事業」による発注業種を対象とする。  
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また、ＩＣＴ土工と同時に施工する場合、取組証の発行についてはＩＣＴ活用工事（土工）実

施要領によるものとし、二重で行わない。 

 

第８条 ＩＣＴ活用工事の積算方法 

１．下記表―２に示すとおりとする。 

＜表－２ 発注方法ごとの積算の取り扱い＞ 

 発注者指定型 受注者希望型 

３次元起工測量注１ 実施した場合は、見積りにより変更積算 

３次元設計データ作成 見積りにより変更積算 
実施した場合は、 

見積りにより変更積算 

３次元データによる施工計画等 － 

ＩＣＴ建設機械による施工 当初から積算 実施した場合は変更積算 

３次元出来形管理等の施工管理 － 

３次元データの納品 － 

   注１： ＩＣＴ土工で積算計上した場合は、重複して計上しない 

 

２．積算方法 

積算方法は下記（１）、（２）によるほか、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（安定処理）積算要領 

愛知県」、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（中層混合処理）積算要領 愛知県」、「ＩＣＴ活用工事

（地盤改良工）（スラリー撹拌工）積算要領 愛知県」、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（ペーパー

ドレーン工）積算要領 愛知県」及び「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（サンドコンパクションパイル

工）積算要領 愛知県」によるものとする。 

 

（１） ３次元起工測量及び３次元設計データ作成 

３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設

計変更するものとする。 

見積り徴収にあたり、別紙－３「ＩＣＴの活用に係る見積り書の依頼について」を参考にす

ること。 

 

（２） ３次元データによる施工計画、若しくは設計図書照査の実施 

３次元データによる施工計画及び設計図書照査にかかる経費については、間接費に含

まれることから別途計上しない。 

 

第９条  ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

請負者が円滑にＩＣＴ活用工事を導入し、ＩＣＴ施工技術を活用できる環境整備として、以下を

実施するものとする。  
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１．施工管理、監督・検査の対応 

ＩＣＴ施工技術の活用を実施するにあたって、別途定められている「３次元計測技術を用い

た出来形管理要領（案）」及び各種「出来形管理の監督・検査要領（案）」に則り、監督・検査を

実施するものとする。 

監督員及び検査員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理を

実施する場合を除いて、請負者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

２．３次元設計データの貸与 

発注者は、３次元設計データ作成に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータを

請負者に貸与する。ほか、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等

において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積

極的に請負者に貸与するものとする。 

 

第１０条  ＩＣＴ活用工事チェックリスト 

監督員（発注者）は、ＩＣＴ施工技術の活用及び積算方法について、「ＩＣＴ活用工事チェック

リスト（別紙－４）を用いて確認を行うこと。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

この要領は、令和４年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

この要領は、令和７年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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※参考 ＩＣＴ活用工事の発注から工事完成までの手続き及び流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタート 

発注方式の選択 

発注者指定型工事 受注者希望型工事 

ICT 活用積算 標準積算 

工 事 発 注 

工 事 契 約 

協     議 

施工計画書提出 

３Ｄ測量範囲の協議 
測量・成果簿取りまとめ 

変 更 契 約(必要に応じて) 

施     工 

出来形管理図・出来形・出来高の提出 

変 更 契 約 

←第５条 実施方法 

←第８条 積算方法 

←第５条 実施方法 
第９条の２ ３次元設計データの貸与 

 

←第３条 ①３次元起工測量 

３Ｄ設計データ作成、チェックシート作成 

設計図書の照査等 

←第３条 ②３次元設計データ作成 

←第３条 ③ＩＣＴ建機による施工 

←第３条 ④３次元出来形管理等 
の施工管理 

⑤３次元データ納品 

←第９条の１ 監督・検査の対応 完 了 検 査 

見積り提出（必要に応じて） 

変 更 契 約(必要に応じて) 

←第８条 積算方法 
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別紙－1 

建設ＩＣＴ活用計画書（地盤改良工） 

ＩＣＴを活用する 

工種・数量 
 

 

建設生産プロセスの段階 作業内容 

採用する 

技術番号 

（参考） 

技術番号・技術名 

□ ３次元起工測量   

1 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量  

2 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

3 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用い

た起工測量 

4 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用い

た起工測量 

5 TS 等光波方式を用いた起工測量 

6 TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

7 RTK-GNSS を用いた起工測量 

 

 

□ ３次元設計データ作成  
※作成した３次元設計データをＩＣＴ建設機械による施

工、若しくは出来形管理に活用する場合 

□ 
3D データによる施工計

画、もしくは設計図書照査 
  

□ ＩＣＴ建設機械による施工 

□ 安定処理  

1 ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機 

2 ３次元マシンコントロール建設機械 

3 ３次元マシンガイダンス建設機械 

□ スラリー撹拌工  

□ 中層混合処理  

□ ペーパードレーン工  

□ 
サンドコンパクショ

ンパイル工 
 

□ 
３次元出来形管理等の 

施工管理 
□ 出来形  1 施工履歴データを用いた出来形管理 

□ ３次元データの納品    

 
注１） ＩＣＴ活用工事の詳細については、ＩＣＴ活用工事実施要領によるものとする。 
注２） ＩＣＴ施工技術を活用する場合は、建設ＩＣＴ活用計画書様式の建設生産プロセスの段階チェック欄に「■」を

付ける。 
注３） ＩＣＴ建設機械にのみ用いる 3 次元設計データとは、作成した出来形管理用 3 次元設計データから建機施工

用に加工・変換するデータ 
注４） 地盤改良工においては、「3 次元出来形管理・3 次元データ納品の費用、外注経費等の費用」の費用計上対

象外である。 
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別紙－２ 

 

 

 

年  月  日 

 

ＩＣＴ活用工事取組証 

 

名称 

代表者名（契約の相手方）様 

 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日       年   月   日 

請 負 代 金 額 金           円 

工 期 着手   年  月  日 

完了   年  月  日 

引 渡 し 年 月 日       年   月   日 

本 工 事 の 業 種 土木工事業    ・   舗装工事業 

しゅんせつ工事業 ・  とび・土工工事業 
       ※「本工事の業種」欄は、該当する発注業種を選択すること。 

      ※「引渡し年月日」欄は、完了検査合格通知書を参照。 

 

 

愛知県○○○所長  印         
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別紙－３ 

 

 

ＩＣＴの活用に係る見積り書の依頼について 

 

【ＩＣＴ活用工事については、以下を適用する。】 

１． 工事費の調査を指示する場合、対象内容の決定は発注者が行い、依頼種別を明確にすること。 

２． 設計条件等を明示（場合によっては図面を添付）して、次の依頼書（必ず書面にて依頼）を参

考に実施するものとする。なお、見積り書には、提出日付、単価適用年月日、納入場所、見積り

有効期限等の記載があることを確認すること。 

 

令和○○年○○月○○日 

 

○○建設 株式会社 殿 

 

○○建設事務所長 

 

 

見積り依頼書 

 

 表記について、下記条件により見積りを依頼します。 

 なお、提出時の宛名は、○○建設事務所長としてください。 

 

記 

＜共通事項＞ 

１． 業務名          ○○○○工事 

２． 路河川名         ○○○○○○○○○ 

３． 見積り内容・条件    別紙のとおり 

４． 見積り提出期限     令和○○年○○月○○日 

５． 提出方法         メール、来所、郵送の別を明記すること。 

６． 問い合わせ        ○○建設事務所○○○○課○○○Ｇ 担当者○○ ○○ 

                                連絡先○○○○○○○ 

メールアドレス○○○○     
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見積り内容・条件 記載例 

 

＜３次元起工測量の場合＞ 

３次元起工測量について下記内容・条件について見積りを作成してください。 

 

１． 調査対象範囲 

２． 単価適用年月日 

３． 納入場所及び調査方法 

４． 見積り有効期限 

５． ３次元起工測量に要した費用（経費含む） 

⇒内訳が詳細にわかるように作成をしてください。（歩掛形式でお願いします） 

 

＜３次元設計データの作成の場合＞ 

３次元設計データ作成について下記内容・条件について見積りを作成してください。 

 

１． 調査対象範囲 

２． 単価適用年月日 

３． 納入場所及び調査方法 

４． 見積り有効期限 

５． ３次元設計データ作成に要した費用（経費含む） 

⇒内訳が詳細にわかるように作成をしてください。（歩掛形式でお願いします） 
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別紙－４ 

  



- 13 - 

 

ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（安定処理）積算要領 愛知県 

 

１．適用範囲 

本資料は、ＩＣＴによる地盤改良工（以下、地盤改良工（ＩＣＴ））のうち、バックホウ混合における

安定処理（ＩＣＴ）に適用する。 

ＩＣＴ建設機械による施工の積算にあたっては、施工パッケージ型積算基準により行うこととする。 

（１）安定処理（ＩＣＴ）の適用範囲 

現場条件によりスタビライザによる施工ができない路床改良工事のうち１層の混合深さが路床

１ｍ以下における現位置での混合作業、又は構造物基礎の地盤改良工事で、１層の混合深さ

が２ｍ以下における現位置での混合作業に適用する。 

なお、固化材はセメント系のみとし、路床改良における適用可能な現場条件とは次のいずれ

かに該当する箇所とする。 

① 施工現場が狭隘な場合 

② 転石がある場合 

③ 移設できない埋設物がある場合 

 

2.機械経費 

２－１ 機械経費 

地盤改良工（ＩＣＴ）の積算で使用するＩＣＴ建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。 

なお、賃料については、積算基準及び歩掛表（以下、「積算基準」）第Ⅰ編 総則「第２章 

工事費の積算」①直接工事費により算定するものとする。 

① 安定処理（ＩＣＴ） 

ＩＣＴ 

建設機械名 
施工箇所 規 格 機械経費 備 考 

バックホウ 

(クローラ型) 

路床 

［標準型・超低騒音型・クレー

ン機能付き・排出ガス対策型

(2014 年規制）］ 

山積 0.5m3（平積 0.4m3） 

吊能力 2.9ｔ 

賃料にて

計上 

ＩＣＴ建設機械経

費加算額は 

別途計上 

構造物 

基礎 

［標準型・超低騒音型・クレー

ン機能付き・排出ガス対策型

(2014 年規制）］ 

山積 0.8m3(平積 0.6m3) 

吊能力 2.9ｔ 

賃料にて

計上 

ＩＣＴ建設機械経

費加算額は 

別途計上 
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２－２ ＩＣＴ建設機械経費加算額 

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理

局の賃貸費用とし、２－１ 機械経費にて計上するＩＣＴ建設機械に適用する。 

なお、加算額は、以下のとおりとする。 

（１） 安定処理（ＩＣＴ） 

対象建設機械：バックホウ 

賃料加算額：41,000 円／日 

 

２－３ その他 

ＩＣＴ建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 

２－３－１ システム初期費 

ＩＣＴ建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ＩＣＴ

建設機械精度確認等、ＩＣＴ建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及

び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、

以下の費用を計上する。 

（１） 安定処理（ＩＣＴ） 

対象建設機械：バックホウ 

費用：598,000 円／式 

※１工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、請負者の責によらず、連続作業でＩ

ＣＴ建設機械による施工ができない場合等については、監督員と協議のうえ複数計上

できるものとする。 

 

３．３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に

計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。 

費用の計上について、請負者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注

者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、請負者から見積の提出がない場合は、

「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 

また、前工事及び設計段階での３次元データを活用した場合、発注者が貸与する３次元データ

を活用した場合は、費用計上しないものとする。 

なお、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 

 

４．３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

安定処理（ＩＣＴ）における、ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来形管理の経費は、

補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 
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５．施工箇所が点在するＩＣＴ活用工事の積算について 

施工箇所が点在する工事に該当する場合は、積算基準及び歩掛表「第Ⅰ編第２章 工事費

の積算」及び「第Ⅰ編第 12 章 施工箇所が点在する工事の積算」により積算するものとする。 

 

６．積算基準に対する補正 

６－１ 作業日当り標準作業量の補正 

路床（ＩＣＴ）、構造物基礎（ＩＣＴ）を実施する場合、作業日当り標準作業量（施工パッケージ

「安定処理工【安定処理】）に対して 1.04 を乗じる。（小数第２位止め、四捨五入） 

※変更積算については実際にＩＣＴ施工による数量についてのみ補正するものとする。 

 

参 考 

地盤改良工（ＩＣＴ）については、以下の考え方により施工パッケージ「安定処理工【安定処理】」

の標準単価Ｐを補正し、Ｐ’とするものである。 

 

１） 施工パッケージコード 

P’  ：積算単価(積算地区、積算年月) 

P  ：標準単価(東京地区、基準年月) 

Kr  ：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計 

K1r～K3r ：標準単価における代表機械規格 K1～3 の構成比 

K1t～K3t ：代表機械規格 K1～3 の単価(東京地区、基準年月) 

K1t’～ K3t’ ：代表機械規格 K1～3 の単価(積算地区、積算年月) 

Rr  ：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計 

R1r～R4r ：標準単価における代表労務規格 R1～4 の構成比 

R1t～R4t ：代表労務規格 R1～4 の単価(東京地区、基準年月) 

R1t’～ R4t’ ：代表労務規格 R1～4 の単価(積算地区、積算年月) 

Zr  ：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計 

Z1r～Z4r ：標準単価における代表材料規格 Z1～4 の構成比 

Z1t～Z4t ：代表材料規格 Z1～4 の単価(東京地区、基準年月) 

Z1t’～Z4t’ ：代表材料規格 Z1～4 の単価(積算地区、積算年月) 

Sr  ：標準単価における市場単価 S の構成比 

St  ：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月) 

St’  ：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月) 

※標準単価 P・機労材の構成比 Kr～Z4r・単価 K1t, K1t’～Z1t, Z1t’は、「施工パッケージ型積

算方式標準単価表」の「安定処理工【安定処理】」における該当部分を用いる。ただし、K1t’

～K3t’のうち、ＩＣＴ建設機械を適用するものについては、「２－１ 機械経費」の単価を用いる。 
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※施工パッケージ「安定処理工【安定処理】」の適用条件は、下表とする。 

使用機種 施工箇所 混合深さ 

バックホウ 

路 床 1ｍ以下 

構造物基礎 
1ｍ以下 

1ｍを超え 2ｍ以下 

 

２） 以下の点を考慮してＰ’を計算する。 

・日当り施工量に 1.04 を乗じる 

 

① 安定処理（ＩＣＴ）［路床］ 

P P
K1r
100

K1t
K1t

K2r
100

K2t
K2t

K3r
100

K3t
K3t

1
1.04

Kr
K1r K2r K3r

 

  R1r
100

R1t
R1t

R2r
100

R2t
R2t

R3r
100

R3t
R3t

1
1.04

Rr
R1r R2r R3r

 

  Z1r
100

Z1t
Z1t

Z2r
100

Z2t
Z2t

1
1.04

Zr
Z1r Z2r

 

  100 Kr Rr Zr
100

 

 

※Ｐ’は有効数字４桁、５桁目切り上げ 

※K1 をバックホウ、K2 をタイヤローラ、K3 を振動ローラ、R1 を運転手（特殊）、R2 を普通作業

員、R3 を土木一般世話役、Z1 を固化材、Z2 を軽油とする。ただし、K1t’は、バックホウ(クロー

ラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）］山積 0.5m3

（平積 0.4m3）吊能力 2.9t とし、「２－１ 機械経費」の単価を用いる。 
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② 安定処理（ＩＣＴ）［構造物基礎］ 

P P
K1r
100

K1t
K1t

K2r
100

K2t
K2t

1
1.04

Kr
K1r K2r

 

  R1r
100

R1t
R1t

R2r
100

R2t
R2t

R3r
100

R3t
R3t

R4r
100

R4t
R4t

1
1.04

Rr
R1r R2r R3r R4r

 

  Z1r
100

Z1t
Z1t

Z2r
100

Z2t
Z2t

1
1.04

Zr
Z1r Z2r

 

  100 Kr Rr Zr
100

 

 

※P’は有効数字４桁、５桁目切り上げ 

※K１をバックホウ、K2 を振動ローラ、R1 を土木一般世話役、R2 を運転手（特殊）、R3 を特殊作

業員、R4 を普通作業員、Z1 を固化材、Z2 を軽油とする。ただし、K1t’は、バックホウ(クローラ

型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）］山積 0.8m3(平

積 0.6m3)吊能力 2.9t とし、「２－１ 機械経費」の単価を用いる。 
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ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（中層混合処理）積算要領 愛知県 

 

１．適用範囲 

本資料は、ＩＣＴによる地盤改良工（以下、地盤改良工（ＩＣＴ））のうち、粘性土、砂質土、シルト及

び有機質土等の軟弱地盤を対象として行う中層混合処理工（ＩＣＴ）に適用する。 

施工方式はスラリー噴射方式の機械撹拌混合とする。 

改良形式は全面改良とし、改良深度２ｍを超え１３ｍ以下の陸上施工に適用する。 

積算にあたっては、積算基準及び歩掛表（以下、「積算基準」）により行うこととする。 

   ・ 中層混合処理工（ＩＣＴ） 

２．機械経費 

２－１ 機械経費 

中層混合処理工（ＩＣＴ）の積算で使用するＩＣＴ建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。 

なお、損料については、「建設機械等損料算定表」によるものとする。 

① 中層混合処理工（ＩＣＴ） 

ＩＣＴ建設機械名 規 格 機械経費 備 考 

中層混合 

処理機 

トレンチャ式 

[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 

20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 

[撹拌混合装置] 

改良深度（標準）5ｍ 

[施工管理装置] 

１ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用 

損料にて計上 
ＩＣＴ建設機械経費 

加算額は別途計上 

[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 

30t(山積 1.4m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 

[撹拌混合装置] 

改良深度（標準）8ｍ 

[施工管理装置] 

１ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用 

[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 

40t(山積 1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 

[撹拌混合装置] 

改良深度（標準）10ｍ 

[施工管理装置] 

１ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用 

[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 

40t(山積 1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ 

[撹拌混合装置] 

改良深度（標準）13ｍ 

[施工管理装置] 

2 ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用 
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２－２ ＩＣＴ建設機械経費加算額 

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局

の賃貸費用とし、2－１ 機械経費で示すＩＣＴ建設機械に適用する。 

なお、加算額は、以下のとおりとする。 

（１） 中層混合処理工（ＩＣＴ） 

対象建設機械：中層混合処理機トレンチャ式 

損料加算額：48,000 円／日 

 

２－３ その他 

ＩＣＴ建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 

２－３－１ システム初期費 

ＩＣＴ建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ＩＣ

Ｔ建設機械精度確認等、ＩＣＴ建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用

及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用とし

て、以下の費用を計上する。 

（１） 中層混合処理（ＩＣＴ） 

対象建設機械：中層混合処理機トレンチャ式 

費用：1,150,000 円／式 

※１工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、請負者の責によらず、連続作業でＩＣ

Ｔ建設機械による施工ができない場合等については、監督員と協議のうえ複数計上できる

ものとする。 

 

３．３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に

計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。 

費用の計上について、請負者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注

者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、請負者から見積の提出がない場合は、

「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 

また、前工事及び設計段階での３次元データを活用した場合、発注者が貸与する３次元データ

を活用した場合は、費用計上しないものとする。  

なお、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 

 

４．３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

中層混合処理工（ＩＣＴ）における、ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来形管理の経

費は、補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 
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５．施工箇所が点在するＩＣＴ活用工事の積算について 

施工箇所が点在する工事に該当する場合は、積算基準及び歩掛表「第Ⅰ編第２章 工事費の

積算」及び「第Ⅰ編第 12 章 施工箇所が点在する工事の積算」により積算するものとする。 
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ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（スラリー撹拌工）積算要領 愛知県 

 

１． 適用範囲 

本資料は、ＩＣＴによる地盤改良工（以下、地盤改良工（ＩＣＴ））のうち、粘性土、砂質土、シルト

及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行うセメント及び石灰によるスラリー撹拌工（ＩＣＴ）の陸

上施工に適用する。 

変位低減型(排土式)のうち、複合噴射撹拌式は除くものとする。 

打設長及び杭径は以下のとおりとする。なお、軸の継足しがある場合は、適用外とする。 

積算にあたっては、積算基準及び歩掛表（以下、「積算基準」）により行うこととする。 

（１） 単軸施工：打設長 3m を超え 10m 以下  杭径 800 ㎜～1,200 ㎜ 

（２） 単軸施工：打設長 10m を超え 30m 以下 杭径 1,000 ㎜～1,600 ㎜ 

（３） 単軸施工：打設長 3m を超え 27m 以下  杭径 1,800 ㎜、2,000 ㎜ 

（４） 二軸施工：打設長 3m を超え 40m 以下  杭径 1,000 ㎜ 

（５） 二軸施工（変位低減型）：打設長 3m を超え 40m 以下 杭径 1,000 ㎜ 

（６） 二軸施工（変位低減型）：打設長 3m を超え 36m 以下 杭径 1,600 ㎜ 

また、単軸施工、二軸施工の選定にあたっては、以下の条件等を考慮する。 

（１） 杭の配列 

（２） 作業面積及び施工箇所のトラフィカビリティ 

 

２．機械経費 

 ２－１ 機械経費 

スラリー撹拌工（ＩＣＴ）の積算で使用するＩＣＴ建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。 

なお、損料については、「建設機械等損料算定表」によるものとする。 

① スラリー撹拌工（ＩＣＴ）単軸施工 

ＩＣＴ建設機械名 規 格 適 用 機械経費 備 考 

深層混合処理機 

スラリー式 

単軸式 小型地盤

改良機 27.4kN･m 

杭径 800mm～

1,200mm 

損料にて

計上 

ＩＣＴ建設機械

経費加算額は

別途計上 

単軸式 

90～110kW×1 

杭径 1,000mm～

1,600mm 

単軸式 

90kW×2 

杭径 1800mm、 

2,000mm 
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② スラリー撹拌工（ＩＣＴ）二軸施工 

ＩＣＴ建設機械名 規 格 適 用 機械経費 備 考 

深層混合処理機 

スラリー式 

二軸式 

45kW×2 

杭径 1,000mm 

打 設 長 （ Ｌ ） 3 ｍ 超 え

10m 以下 

損料にて

計上 

ＩＣＴ建設機械

経費加算額は

別途計上 

二軸式 

55～60kW×2 

杭径 1,000mm 

打設長（Ｌ）10ｍ超え

20ｍ以下 

二軸式 

90kW×2 

杭径 1,000mm 

打設長（Ｌ）20ｍ超え

40ｍ以下 

 

③ スラリー撹拌工（ＩＣＴ）二軸施工（変位低減型） 

ＩＣＴ建設機械名 規 格 適 用 機械経費 備 考 

深層混合処理機 

スラリー式 

二軸式 

45kw×2 

杭径 1,000mm 

打設長(L)3ｍ超え 10

ｍ以下 

損料にて

計上 

ＩＣＴ建設機械

経費加算額は

別途計上 

二軸式 

55～60kW×2 

杭径 1,000mm 

打設長（L）10ｍ超え

20ｍ以下 

二軸式 

75～90kW×2 

杭径 1,000mm 

打設長（L）20ｍ超え

30ｍ以下 

二軸式 

90kW×2 

杭径 1,000mm 

打設長（L）30ｍ超え

40ｍ以下 

二軸式 90kW

×2 最大施工

深度 20ｍ 

杭径 1,600mm 

打設長（L）3ｍ超え 20

ｍ以下 

二軸式 90kW

×2 最大施工

深度 26ｍ 

杭径 1,600mm 

打設長（L）20ｍ超え

26ｍ以下 

二軸式 90kW

×2 最大施工

深度 36ｍ 

杭径 1,600mm 

打設長（L）26ｍ超え

36ｍ以下 
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２－２ ＩＣＴ建設機械経費加算額 

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理

局の賃貸費用とし、２－１ 機械経費にて計上するＩＣＴ建設機械に適用する。 

なお、加算額は、以下のとおりとする。 

（１） スラリー撹拌工（ＩＣＴ） 

対象建設機械：深層混合処理機スラリー式 

損料加算額：48,000円／日 

 

２－３ その他 

ＩＣＴ建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 

２－３－１ システム初期費 

ＩＣＴ建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ＩＣＴ

建設機械精度確認等、ＩＣＴ建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及

び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、

以下の費用を計上する。 

（１） スラリー撹拌工（ＩＣＴ） 

対象建設機械：深層混合処理機スラリー式 

費用：1,150,000 円／式 

※１工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、請負者の責によらず、連続作業でＩ

ＣＴ建設機械による施工ができない場合等については、監督員と協議のうえ複数計上

できるものとする。 

 

３．３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に

計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。 

費用の計上について、請負者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発

注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、請負者から見積の提出がない場合

は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 

また、前工事及び設計段階での３次元データを活用した場合、発注者が貸与する３次元デー

タを活用した場合は、費用計上しないものとする。 

なお、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 

 

４．３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

スラリー撹拌工（ＩＣＴ）における、ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来形管理の経費

は、補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 
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５．施工箇所が点在するＩＣＴ活用工事の積算について 

施工箇所が点在する工事に該当する場合は、積算基準及び歩掛表「第Ⅰ編第２章 工事費の

積算」及び「第Ⅰ編第 12 章 施工箇所が点在する工事の積算」により積算するものとする。 

 

６．積算基準に対する補正 

 ６－１ 作業日当り標準作業量の補正 

スラリー撹拌工（ＩＣＴ）を実施する場合、１日当り杭施工本数は下表とする。 

※変更積算については実際にＩＣＴ施工による数量についてのみ補正するものとする 
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表４．１ １日当り杭施工本数 （本／日） 

打設長（L） 
単軸施工 

（杭径 800mm～1,200mm） 

3 m 超え 4 m 未満 20 

4 m 以上 5 m 未満 17 

5 m 以上 6 m 未満 14 

6 m 以上 7 m 未満 13 

7 m 以上 9 m 未満 11 

9 m 以上 10 m 以下 10 

表４．２ １日当り杭施工本数 （本／日） 

打設長（L） 
単軸施工 

（杭径 1,000mm～1,600mm） 

10 m 超え 12 m 未満 7 

12 m 以上 14 m 未満 6 

14 m 以上 19 m 未満 5 

19 m 以上 25 m 未満 4 

25 m 以上 30 m 未満 3 

表４．３ １日当り杭施工本数 （本／日） 

打設長（L） 
単軸施工 

（杭径 1,800mm） 

3 m 超え 4 m 未満 11 

4 m 以上 5 m 未満 10 

5 m 以上 6 m 未満 9 

6 m 以上 7 m 未満 8 

7 m 以上 8 m 未満 7 

8 m 以上 12 m 未満 6 

12 m 以上 16 m 未満 5 

16 m 以上 21 m 未満 4 

21 m 以上 25 m 未満 3 

25 m 以上 27 m 以下 2 

表４．４ １日当り杭施工本数 （本／日） 

打設長（L） 
単軸施工 

（杭径 2,000mm） 

3 m 超え 4 m 未満 10 

4 m 以上 5 m 未満 9 

5 m 以上 6 m 未満 8 

6 m 以上 7 m 未満 7 

7 m 以上 9 m 未満 6 

9 m 以上 13 m 未満 5 

13 m 以上 17 m 未満 4 

17 m 以上 22 m 未満 3 

22 m 以上 27 m 未満 2 

 

  



- 26 - 

表４．５ １日当り杭施工本数 （本／日） 

打設長（L） 
二軸施工 

（杭径 1,000mm） 

3 m 超え 4 m 未満 13 

4 m 以上 5 m 未満 12 

5 m 以上 7 m 未満 11 

7 m 以上 9 m 未満 10 

9 m 以上 10 m 未満 9 

10 m 以上 12 m 未満 8 

12 m 以上 15 m 未満 7 

15 m 以上 18 m 未満 6 

18 m 以上 22 m 未満 5 

22 m 以上 30 m 未満 4 

30 m 以上 40 m 以下 3 

表４．６ １日当り杭施工本数 （本／日） 

打設長（L） 
二軸施工（変位低減型） 

（杭径 1,000mm） 

3 m 超え 4.5 m 未満 11 

4.5 m 以上 5.5 m 未満 10 

5.5 m 以上 7 m 未満 9 

7 m 以上 9 m 未満 8 

9 m 以上 11 m 未満 7 

11 m 以上 14 m 未満 6 

14 m 以上 19 m 未満 5 

19 m 以上 26 m 未満 4 

26 m 以上 39 m 未満 3 

39 m 以上 40 m 以下 2 

表４．７ １日当り杭施工本数 （本／日） 

打設長（L） 
二軸施工（変位低減型） 

（杭径 1,600mm） 

ラップ式 杭式 

3 m 超え 4 m 未満 11 22 

4 m 以上 5 m 未満 10 20 

5 m 以上 6 m 未満 9 18 

6 m 以上 7 m 未満 8 16 

7 m 以上 9 m 未満 7 14 

9 m 以上 11.5 m 未満 6 12 

11.5 m 以上 15 m 未満 5 10 

15 m 以上 20.5 m 未満 4 8 

20.5 m 以上 30 m 未満 3 6 

30 m 以上 36 m 以下 2 4 
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６－２ 単価表の補正 

積算基準の「６．単価表（１）スラリー撹拌工杭長○○ｍ １本当り単価表」にて建設機械に取付

ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用としての「ＩＣＴ建設機械経費加算額」を以

下のとおり加算する。 

名 称 規格 単位 数量 指定事項 

ＩＣＴ建設機械経費加算額  日 １/Ｎ 機械損料数量 

1.61 

  （注）Ｎ：１日当り杭施工本数（本/日） 

 

７．諸雑費 

 スラリー撹拌工（ＩＣＴ）を実施する場合、諸雑費率を乗じる合計額に、ＩＣＴ建設機械経費加算額

は含めない。 
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ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（ペーパードレーン工）積算要領 愛知県 

 

１． 適用範囲 

本資料は、ＩＣＴによる地盤改良工（以下、地盤改良工（ＩＣＴ））のうち、粘性土、シルト及び有機質

土等の地盤を対象として行う軟弱地盤処理工のうち PVD 工法（旧ペーパードレーン工法（ＩＣＴ））に

適用する。なお、サンドマット施工後の打設を標準とするが、プレファブリケイティッドバーチカルド

レーン打機を湿地型としているため、敷鉄板については敷設しないことを標準とする。 

 

２．機械経費 

 ２－１ 機械経費 

PVD 工法（旧ペーパードレーン工法（ＩＣＴ））の積算で使用するＩＣＴ建設機械の機械経費は、

以下のとおりとする。 

なお、損料については、最新の「建設機械等損料算定表」によるものとする。 

① PVD 工法（旧ペーパードレーン工法（ＩＣＴ）） 

ＩＣＴ建設機械名 規 格 機械経費 備 考 

プレファブリケイ

ティッドバーチカ

ルドレーン打機 

［ベースマシーン］湿地型 

打設長 30m 以下 

［施工管理装置］ 損料にて 

計上 

ＩＣＴ建設機械

経費加算額は

別途計上 ［ベースマシーン］湿地型 

打設長 30m を超え 40m 以下 

［施工管理装置］ 

 

２－２ ＩＣＴ建設機械経費加算額 

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理

局の賃貸費用とし、２－１ 機械経費にて計上するＩＣＴ建設機械に適用する。 

なお、加算額は、以下のとおりとする。 

（１） PVD工法（旧ペーパードレーン工法（ＩＣＴ）） 

対象建設機械：プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機 

損料加算額：48,000円／日 

 

２－３ その他 

ＩＣＴ建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 

２－３－１ システム初期費 

ＩＣＴ建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ＩＣＴ

建設機械精度確認等、ＩＣＴ建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及

び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、

以下の費用を計上する。 
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（１） PVD 工法（旧ペーパードレーン工法（ＩＣＴ）） 

対象建設機械：プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機 

費用：1,150,000 円／式 

※１工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、請負者の責によらず、連続作業でＩ

ＣＴ建設機械による施工ができない場合等については、監督員と協議のうえ複数計上で

きるものとする。 

 

３．３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に

計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。 

費用の計上について、請負者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発

注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、請負者から見積の提出がない場合

は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 

また、前工事及び設計段階での３次元データを活用した場合、発注者が貸与する３次元デー

タを活用した場合は、費用計上しないものとする。 

なお、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 

 

４．３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

PVD 工法（旧ペーパードレーン工法（ＩＣＴ））における、ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用

いた出来形管理の経費は、補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 

 

５．施工箇所が点在するＩＣＴ活用工事の積算について 

施工箇所が点在する工事に該当する場合は、積算基準及び歩掛表「第Ⅰ編第２章 工事費の

積算」及び「第Ⅰ編第 12 章 施工箇所が点在する工事の積算」により積算するものとする。 

 

６．積算基準に対する補正 

 ６－１ 単価表の補正 

積算基準の「６．単価表（１）PVD工 100本当り単価表」にて建設機械に取付ける各種機器及び

地上の基準局・管理局の賃貸費用としての「ＩＣＴ建設機械経費加算額」を以下のとおり加算する。 

名 称 規格 単位 数量 指定事項 

ＩＣＴ建設機械経費加算額  日 100×Tc/60

×T 

機械損料数量 

1.84 

  （注）Tc ：１本当り施工時間（min/本） 

T ：プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機運転日当り運転時間（h） 

＝6.8（h/日） 

L ：打設長（m） 
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７．諸雑費 

 PVD 工法（旧ペーパードレーン工法（ＩＣＴ））を実施する場合、諸雑費率を乗じる合計額に、ＩＣ

Ｔ建設機械経費加算額は含めない。 
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ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）（サンドコンパクションパイル工）積算要領 愛知県 

 

１． 適用範囲 

本資料は、ＩＣＴによる地盤改良工（以下、地盤改良工（ＩＣＴ））のうち、粘土、シルト及び有機質土

等の地盤を対象として行うサンドコンパクションパイル工のうち静的締固め工法及びこれらの工種の

併用工に適用する。 

本資料において、締固めを伴う砂杭を「サンドパイル」（杭径φ700mm）、締固めを伴わない砂杭

を「サンドドレーン」（杭径φ400mm）と呼ぶ。また，本資料の適用範囲は、地盤改良の対象面積が

500m2以上、Ｎ値 20 未満、打設長Ｌは 20m 以下とする。 

なお、振動締固め工法を採用する場合や、上記適用範囲外の場合は別途考慮する。 

 

２．機械経費 

 ２－１ 機械経費 

静的締固め砂杭工の積算で使用するＩＣＴ建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。 

なお、損料については、６－５単価表（３）機械損料表によるものとする。 

① 静的締固め砂杭工（ＩＣＴ） 

ＩＣＴ建設機械名 規 格 機械経費 備 考 

静的締固め 

施工機 
貫入長 L=20m 以下 損料にて計上 

ICT 建設機械経費

加算額は別途計上 

 

２－２ ＩＣＴ建設機械経費加算額 

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理

局の賃貸費用とし、２－１機械経費にて計上するＩＣＴ建設機械に適用する。 

なお、加算額は、以下のとおりとする。 

（１） 静的締固め砂杭工（ＩＣＴ） 

対象建設機械：静的締固め施工機 

損料加算額：48,000円／供用日 

 

２－３ その他 

ＩＣＴ建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 

２－３－１ システム初期費 

賃貸業者が行う、ＩＣＴ建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカラ

イゼーション、ＩＣＴ建設機械精度確認等、ＩＣＴ建設機械による施工を行うための必要な初期設

定に係る費用及び施工業者への取扱説明に要する費用等、貸出しに要する全ての費用として、

以下の費用を計上する。 
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（１） 静的締固め砂杭工（ＩＣＴ） 

対象建設機械：静的締固め施工機 

費用：1,150,000 円／式 

※１工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、請負者の責によらず、連続作業で

ＩＣＴ建設機械による施工ができない場合等については、監督員と協議のうえ複数計上

できるものとする。 

 

３．３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

３次元起工測量・３次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に

計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。 

費用の計上について、請負者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発

注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、請負者から見積の提出がない場合

は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 

また、前工事及び設計段階での３次元データを活用した場合、発注者が貸与する３次元デー

タを活用した場合は、費用計上しないものとする。 

なお、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 

 

４．３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

静的締固め砂杭工（ＩＣＴ）における、ＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来形管理の

経費は、補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 

 

５．施工箇所が点在するＩＣＴ活用工事の積算について 

施工箇所が点在する工事に該当する場合は、積算基準及び歩掛表「第Ⅰ編第２章 工事費の

積算」及び「第Ⅰ編第 12 章 施工箇所が点在する工事の積算」により積算するものとする。 

 

６．施工歩掛 

 ６－１ 施工概要 

施工フローは、下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6－1 施工フロー 
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 ６－２ 機種の選定 

機械・規格は、次表を標準とする。 

表 6．１ 機種の選定 

機 械 名 規   格 単位 数量 摘要 

静的締固め施工機 L≦20m 台 1  

発動発電機 

ディーゼルエンジン駆動 

排出ガス対策型(第 3 次基準値) 

定格容量 400kVA 

〃 〃  

空気圧縮機 

可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 

排出ガス対策型(第 3 次基準値) 

吐出量 18～19m3/min  

吐出圧力 0.7MPa 

〃 〃  

ホイールローダ 
普通・排出ガス対策型(第 3 次基準値) 

山積 1.3～1.4m3 
〃 〃  

施工管理装置  〃 〃  

（注）発動発電機、空気圧縮機は、賃料とする。 

 

 ６－３ 編成人員 

日当り編成人員は、次表を標準とする。 

表 6．2 日当り編成人員 

（人/日） 

土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 

1 1 2 

 

 ６－４ 施工歩掛 

（１） 1 日当りの打設本数 

１日当りの打設本数（Ｑ）は，次式とする。 

ただし、Ｑは小数第３位を四捨五入し、小数第２位とする。 

 

 

Q : １日当り打設本数 （本/日） 

T : １日当り運転時間 （5.7ｈ/日） 

E1 : 平面形状による係数 ………………………………… 表 6.3 

E2 : 地盤条件による係数 ………………………………… 表 6.4 

Tc : １本当り施工時間（サイクルタイム）（min/本）  ……… 表 6.5 

（注）施工場所が細長い、機械移動に時間を要する場合や既設構造物等の近接施工と

なる場合など、地盤条件区分以外の現場条件が見込まれる場合は別途考慮する。 

60×T×（1.00＋E1＋E2） 

Tc 
Q =  
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表 6．3 平面形状による係数（Ｅ1） 

平面形状による係数 普 通 悪 い 

E1 0.00 －0.05 

 

表 6．4 地盤条件による係数（Ｅ2） 

地盤条件による係数 

（主たる地盤のＮ値） 

Ｎ＜5 

砂質土・粘性土 

5≦Ｎ＜10 

砂質土 

10≦Ｎ＜20 

砂質土 

E2 0.00 －0.10 －0.20 

（注）1．施工対象の地盤条件（Ｅ2）は、空打部（サンドドレーン部）を含む施工地盤

全体を対象とする。 

2. 主たる地盤のＮ値は、施工対象地盤の平均Ｎ値とする。 

 

表 6．5 １本当り施工時間（サイクルタイム）（Ｔc） 

da杭種 工  法 
打 設 長 

Ｌ≦20ｍ 

単 杭 
① サンドパイル 2.6×Ｌ1 

② サンドドレーン 1.2×Ｌ2 

複合杭 ③ サンドパイル＋サンドドレーン 2.6×Ｌ1＋1.0×Ｌ2 

（注）Ｌ1 ：サンドパイル部の杭長（ｍ） 

Ｌ2 ：サンドドレーン部の杭長（ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6－2 施工図 
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（２） 中詰材使用量 

中詰材使用量（Ｖ）は、次式とする。 

ただし、Ｖは小数第３位を四捨五入し、小数第２位とする。 

なお、複合杭の場合は、工法（サンドパイル、サンドドレーン）ごとに算出する。 

 

 

V : １本当たり中詰材使用量（m3/本） 

D : 杭径（m） 

K : ロス率 ………………………………… 表 6.6 

L : 工法別打設長（m） 

 

表 6．6 中詰材のロス率（Ｋ） 

工  法 ロス率 

サンドパイル ＋0.41 

サンドドレーン ＋0.26 

（注） 砕石を使用する場合は、別途考慮する。 

 

（３） 諸雑費 

諸雑費は、空気槽、敷鉄板の賃料、設置・撤去・移設に要する費用であり、労務費、機

械損料、賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

なお、施工機械の運転日数（Ｄ）を次式により算出し、表 6.7 に該当する諸雑費率を適

用する。 

ただし、Ｄは小数第１位を切り上げ、整数止めとする。 

 

 

D : 運転日数 （日） 

N : １工事あたりの施工本数（本） 

Q : １日当り打設本数 （本/日） 

 

表 6．7 諸雑費（％） 

諸雑費率 3 

 

（４） その他 

① 静的締固め施工機の分解・組立及び輸送については、積算基準及び歩掛表「第Ⅰ編

第２章 工事費の積算 ②間接工事費 2-2 運搬費 (5)重建設機械分解・組立」によるも

のとし、分解・組立に使用するクレーンの規格は表 6.8、分解・組立１台１回当り歩掛は

表 6.9 のとおりとする。 

V = π／4×D2×（1＋K）×L………………… 式 6.1 

D = N／Q 
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表 6．8 クレーンの規格 

機械区分 規 格 
分解組立用クレーン 

機  械  名 規 格 区 分 

静的締固め 

施工機 
120t以下 

ラフテレーンクレーン 

[油圧伸縮ジブ型 

排出ガス対策型 

(2014年規制) ] 

60t吊 賃 料 

表 6．9 分解・組立１台１回当り歩掛 

機械区分 規 格 

労務歩掛 

特殊作業員 

（人） 

（分解＋組立） 

クレーン 

運転歩掛 

（日） 

（分解＋組立） 

運搬費 

等率 

（％） 

諸雑 

費率 

（％） 

静的締固め 

施工機 
120t以下 41.2 6.3 211 3 

② 改良対象層の土性や改良率により，改良後の盛上り土等の処理が必要な場合は，

別途計上する。 

 

 ６－５ 単価表 

（１） 静的締固め砂杭工 1 本当り単価表 

名  称 規  格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1/Q 表 6.2 

特 殊 作 業 員  〃 1/Q   〃 

普 通 作 業 員  〃 2/Q 〃 

中 詰 材  ｍ3 V 式 6.6 

静的締固め施工機 
運 転 

L≦20m 日 1/Q 
表 6.1 
機械損料 

I C T 建設機械経費 
加 算 額 

 〃 1/Q 
機械損料数量
1.45 

発 動 発 電 機 運 転 
ディーゼルエンジン駆動 
排出ガス対策型(第 3 次基準値) 
定格容量 400kVA 

〃 1/Q 
  〃 
機械賃料 

空 気 圧 縮 機 運 転 

可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 
排出ガス対策型(第 3 次基準値) 
吐出量 18～19m3/min 
吐出圧力 0.7MPa 

〃 1/Q 
  〃 
機械賃料 

ホイールローダ運転 
普通・排出ガス対策型(第 3 次基準値) 
山積 1.3～1.4m3 

〃 1/Q 
  〃 
機械損料 

施 工 管 理 計 運 転  〃 1/Q 
  〃 
機械損料 

諸 雑 費  式 1 表 6.7 

計     

（注）Ｑ：１日当りの打設本数（本/日） 
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（2） 機械運転単価表 

機械名 規  格 適用単価表 指定事項 

静 的 締 固 め 
施 工 機 

L≦20m 機－18 
運転労務数量 →1.00 
燃料消費量 →57 
機械損料数量 →1.45 

発 動 発 電 機 
ディーゼルエンジン駆動 
排出ガス対策型(第 3 次基準値) 
定格容量 400kVA 

機－16 
燃料消費量 →251 
機械賃料数量 →1.18 

空 気 圧 縮 機 

可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 
排出ガス対策型(第 3 次基準値) 
吐出量 18～19m3/min 
吐出圧力 0.7MPa 

機－16 
燃料消費量 →125 
機械賃料数量 →1.56 

ホイールローダ 
普通・排出ガス対策型 
(第 3 次基準値)山積 1.3～1.4m3 

機－18 
運転労務数量 →1.00 
燃料消費量 →52 
機械損料数量 →1.55 

施 工 管 理 計  機－25 機械損料数量 →1.78 

 

（3） 機械損料表 

 

 

(1) (2) (6)

(3) (5)

(kW) (ｔ) (千円) (年) (時間) (日) (％) (％)

117 106 203,000 11.5 630 160 30 10

- - 22,000 11.0 － 160 30 1090 8.0

機　械　名

施工管理計

規　　格

残

存

率

(日) (％)

静的締固め施工機
ICT 施工対応型

L≦20m
110 10.0

基

礎

価

格

標

準

使

用

年

数

維

持

修

理

費

率

年

間

管

理

費

率

諸    元

機

関

出

力

機

械

質

量

(4)

運

転

時

間

運

転

日

数

供

用

日

数

年間標準
(7)

(8) (9) (10) (11)

(13) (14) (15)

損

料

損

料

率

損

料

(×10-6) (円) (×10-6) (円) (円) (×10-6) (円) (L/h)

104 21,100 870 177,000 65,800 1,277 259,000 10

(日)

758

(日)

16,700
756 16,600

(日)

46,200
1,182 26,000 －

(日)

2,101

参　　　考

摘要

機　械　名

静的締固め施工機

施工管理計

損

料

率

(×10-6)

324

運転１時間

当り換算値

供用１日

当り換算値

燃費
損

料

率

損

料

損

料

率

損

料

(12)

運転１時間当り 供用１日当り


